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規制の事前評価書（要旨）

法律又は政令の名称

規制の名称

規制の区分

評価実施時期

①規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン）
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正によって、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長
期的な計画の作成等を求め、需要家の早期の対策を求めなければ、2050年カーボンニュートラルに向けた取組が進展しない可能性がある。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　鉱業法の対象となる鉱物として法的に措置しなければ、採掘等が政府の許可なく行われ、国内資源を適切に維持、管理することができなくなることが想定される。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　発電所の休廃止について国が事前に把握・管理し、必要な供給力確保策を講じることができなければ、電気の安定供給に支障をきたすことが想定される。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　脱炭素化された供給力・調整力としての機能を有する大型の蓄電用の電気工作物の供給力を経済産業大臣が適切に把握できなければ、電気の安定供給に支障をき
たすことが想定される。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　発電用の電気工作物と同様に蓄電用の電気工作物についても系統への接続環境を整備しなければ、再生可能エネルギーの導入が拡大する中、脱炭素化された供給
力・調整力としての機能を有する蓄電用の電気工作物を設置する者の事業活動に悪影響を与え、ひいては電気の安定供給に支障をきたすことが想定される。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　事業の用に供される蓄電用の電気工作物に係る情報を経済産業大臣が適切に把握できなければ、一般送配電事業者等の事業の運営の適切性を判断することができ
ず、ひいては電気の安定供給に支障をきたすことが想定される。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
電気の需給逼迫時に、特定自家用電気工作物に相当する出力の蓄電用の電気工作物に対し、経済産業大臣が電気の供給の勧告を行えなければ、電気の安定供給に
支障をきたすことが想定される。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る情報の広域機関への提供義務
　全ての電気事業者を会員とする広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）が蓄電用の事業用電気工作物に係る情報を把握できず、当該蓄電用の事業用電気工
作物を広域的な電力融通等の対象とすることができなければ、電気の安定供給に支障をきたすことが想定される。

②課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比較により規制手段を選択することの妥当性）
【課題及びその発生原因】
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　需要サイドの非化石エネルギーへの転換を図るため、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、早期の対策を促すための規制的措置を講じることが必要
である。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　法に規定する基準を満たし、合理的な開発を行うことができると判断される者に鉱業権を設定することにより、レアアースの開発等に関して国による適切な管理を行う
必要がある。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　電源の設備利用率の低下等により、事業採算性が悪化した発電所の休廃止が増加している中、発電所の休廃止について国が事前に把握・管理し、必要な供給力確
保策を講じる必要がある。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
再生可能エネルギーの導入が拡大する中、脱炭素化された供給力・調整力としての機能を有する大型の蓄電用の電気工作物の供給力を経済産業大臣が適切に把握
する必要がある。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
脱炭素化された供給力・調整力としての機能を有する蓄電用の電気工作物の事業環境を適切に整備するため、発電用の電気工作物と同様に系統への接続環境を整備
する必要がある。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
蓄電用の電気工作物の普及が予想される中、一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物を用いて安定供給上必要な義務を履行することが想定されるため、このよう
な事業の用に供される蓄電用の電気工作物に係る情報を経済産業大臣が適切に把握し、一般送配電事業者等の事業の運営の適切性を判断する必要がある。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
（１）のとおり、電気の供給力が不足している中、特定自家用電気工作物と同等の出力を有する蓄電用の電気工作物の供給力を経済産業大臣が適切に把握する必要が
ある。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る情報の広域機関への提供義務
蓄電用の電気工作物の普及が予想される中、発電用の電気工作物と同様の役割を果たす蓄電用の電気工作物に関する情報を把握し、広域機関による広域的な電力
融通等の対象とする必要がある。

【規制以外の政策手段の内容】
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画制度の創設
　補助金・税制等の非規制的措置により非化石エネルギーへの転換を促す手法も考えられるが、非化石エネルギーへの転換の確実な実施のためには、補助金・税制等
を活用した短期的・断続的な設備投資ではなく、生産プロセスの中核的設備のリプレースや技術開発、サプライチェーン構築などの中長期的・継続的な取組が必要であ
る。すなわち、補助金等による短期的な対策のみでは、非化石エネルギーへの転換の実効性を確保することはできず、政策効果が見込めない。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　鉱物の開発には環境汚染や公害などを伴う可能性があるため、合理的開発に必要な技術的能力、経済的能力等を有する者のみに開発の権利を与える必要があり、
業界の自主的取組や行政による広報等では開発を行うすべての者に十分な能力の担保を行うことが困難であるため、他の政策手段は適当ではない。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　政府がガイドラインを策定し、発電事業者の自主的な取組として事前届出を求めることを求めることが考えられるが、拘束力がないため実効性を担保できず、効果が見
込めない。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　発電事業に位置づけた上での届出を求めるのではなく、行為規制について政府がガイドラインを策定し、大型の蓄電用の電気工作物の出力、設備容量等につき自主
的に報告することを求めること等が考えられるが、拘束力がないため、実効性を担保できず、効果が見込めない。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　政府がガイドラインを策定し、一般送配電事業者等に対し、蓄電用の電気工作物を維持・運用する事業者から、系統への接続を求められた場合には、正当な理由がな
ければ、接続に応じることを求めることが考えられるが、拘束力がないため、実効性を担保できず、効果が見込めない。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　政府がガイドラインを策定し、一般送配電事業者等に対し、その事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置の場所、周波数、出力及び容量を届け出るよう求めるこ
とが考えられるが、拘束力がないため、実効性を担保できず、効果が見込めない。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　政府がガイドラインを策定し、特定自家用電気工作物に相当する出力の蓄電用の電気工作物を有する者に対し、その氏名、名称、住所等を届け出るよう求めることが
考えられるが、拘束力がないため、実効性を担保できず、効果が見込めない。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る情報の広域機関への提供義務
　政府又は広域機関がガイドラインを策定し、電気事業者に対し、蓄電用の事業用電気工作物に係る情報を提供するよう求めることが考えられるが、拘束力がないた
め、実効性を担保できず、効果が見込めない。

規制の目的、内容及び必要性

機密性○ 

新設、改正（拡充、緩和）、廃止 
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（遵守費用）

（行政費用）

直接的な費用の把握 費用の要素
③「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須）
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　本規制の対象となる事業者においては、非化石エネルギーの調達に係るエネルギーコストの増加や、中長期的な計画の作成に係る事務負担が想定されるが、事業者
に対し技術的かつ経済的に可能な範囲内において非化石エネルギーへの転換の取組を求めるものであり、また、国が示す事業者の判断基準に規定する「非化石エネ
ルギーへの転換の目標」については、業種ごとの実態を踏まえたものとする方向であるため、事業者に過度な経済的負担を強いるものではない。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　鉱業権等の申請の書類作成等の費用が想定されるが、現行制度において既に鉱業法の対象となっている鉱物については許可制が採用されているところ、現行制度と
比較して過大な負担を強いるものではない。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　事後届出が事前届出となることにより、事前の対応が新たに求められるものの、届出自体は現行制度においても必要であることから追加的な負担が過度に生ずるもの
ではない。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　届出の書類作成等の費用が想定されるが、現行制度において発電事業を営もうとする者については同様に届出制が採用されているところ、現行制度と比較して過度
な負担を強いるものではない。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　現行制度においても発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、又は運用しようとする者から電線路とを電気的に接続することを求められたときは、正当
な理由がなければ、接続を拒んではならないこととされており、新たに蓄電用の電気工作物についても同様に正当な理由がなければ接続を拒んではならないこととしたと
しても、現行制度と比較して過度な負担を強いるものではない。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　申請の書類作成等の費用が想定されるが、基本的には、現行制度において一般送配電事業等の用に供する発電用の電気工作物については届出制が採用されてい
るところ、現行制度と比較して過度な負担を強いるものではない。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　申請の書類作成等の費用が想定されるが、基本的には、現行制度において発電用の特定自家用電気工作物については届出制が採用されているところ、現行制度と
比較して過度な負担を強いるものではない。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る広域機関への情報の提供義務
　現行制度において電気事業者が有する発電用の事業用電気工作物について広域機関への情報提供義務が課せられており、新たに蓄電用の事業用電気工作の放電
に係る電気の量に係る情報、電気の周波数の値に関する情報等について、広域機関に提供を求めたとしても、現行制度と比較して過度な負担を強いるものではない。

＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の受理・確認業務等に関する費用が想定される。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　鉱業権等の申請の書類の受理・審査業務等の費用が想定されるが、現行制度と比較して過大に負担が生じるものではない。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　新たな行政費用は発生しない。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　発電事業の届出の書類の受理業務等の費用の発生が想定される。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　新たな行政費用は発生しない。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　届出の書類の受理・審査業務等の費用の発生が想定される。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　届出の書類の受理業務等の費用の発生が想定される。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る広域機関への情報の提供義務
　届出情報の処理業務等の費用の発生が想定される。

便益の要素直接的な効果（便益）の把握
⑤効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　本措置によって、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者は、自らの非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画を作成することが求められ、そ
の達成のための具体的取組を進めることとなる。個々の事業者における非化石エネルギーの利用に向けた取組が進展することで、需給一体で非化石エネルギーが普
及・拡大し、2050年カーボンニュートラルの実現につながると考えられる。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　風力発電機器や電動車等の普及に伴いレアアースの需要が増加していく中、レアアースを鉱業法の対象となる鉱物に追加することにより、これまで規制することができ
なかった外国企業等による無断の採掘等が法規制の対象となり、レアアースの合理的開発を促すことが可能となる。また、国内における合理的開発が進むことにより、
対外依存度の高いレアアースの安定供給確保につながる。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　発電所の休廃止について国が事前に把握・管理することで、2020年度冬期のような需給逼迫に際して、追加供給力公募等の必要な供給力確保策を講じるための十分
な時間を確保することにより、電気の安定供給を確保する。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　脱炭素化された供給力・調整力としての機能を有する大型の蓄電用の電気工作物の供給力を適切に把握・管理し、それらに対して電力需給上の規制を課すことによ
り、電気の安定供給を確保する。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　脱炭素化された供給力・調整力としての機能を有する蓄電用の電気工作物の系統への接続環境を整備することで、2050年カーボンニュートラルと電気の安定供給の
確保の実現を図る。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　一般送配電事業者等がその事業の用に供する蓄電用の電気工作物の基礎情報について適切に把握し必要な監督を行うことで、一般送配電事業者等が有する蓄電
用の電気区作物の供給能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであるか等を確認し、電力量調整供給等、当該一般送配電事業者等に課せられて
いる義務の履行が確実に行われるか確認することで、電気の安定供給を確保する。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　需給逼迫が改善されないと認められる場合に、普及拡大が想定される蓄電用の特定自家用電気工作物（１台あたり出力1000kW以上）に対しても、電気供給の勧告を
行い、電気の安定供給を確保する。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る広域機関への情報の提供義務
　広域機関が蓄電用の事業用電気工作物に係る情報を把握し、当該蓄電用の事業用電気工作物を広域的な電力融通等の対象とすることにより、電気の安定供給を確
保する。

⑥可能であれば便益（金銭価値化）を把握
　便益については、例えば、停電による社会コストを低減させることができる点が挙げられるが、停電による影響は、その規模・期間の差により個別に異なることから、あ
らかじめ見積もる性質のものではないため、定量的な算出は困難である。

⑦規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計
　規制緩和ではないため、該当せず。

副次的な影響及び
波及的な影響の把握

⑧当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握することが必要
　特になし。

費用と効果（便益）の関係 ⑨明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化できるか検証
　上述の規制を講じた場合、一定量以上エネルギーを使用する事業者や発電事業者等に、一定の遵守費用又は行政費用が発生するものの、これらの規制が創設され
れば、2050年カーボンニュートラルや2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標の実現に寄与するとともに、エネルギーの安定供給等の達成を通して我が国の経済
社会の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することとなる。
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備考

その他の関連事項 ⑪評価の活用状況等の明記
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律、鉱業法、電気事業法＞
○総合資源エネルギー調査会　基本政策分科会
　令和元年以降、計17回の開催を経て、令和３年10月22日に上記方針を示した第6次エネルギー基本計画を閣議決定。
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
○総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会
　令和３年２月～６月にかけて、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会において合計６回にわたって、2050年カーボン
ニュートラルに向けた需要サイドの対策の方向性について、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正を視野に議論をした。また、約210の業界団体に向けて、
制度の見直しに関する説明を行った。
＜鉱業法＞
○総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 鉱業小委員会
　令和３年３月の委員会にて、レアアース泥を含めた国産海洋鉱物資源開発に向けた取組を一層推進していく方針を確定させた。また、令和３年12月の委員会にて、国
産海洋鉱物資源の開発の推進に向けて、必要な制度整備として鉱業法の適用鉱物へレアアースを追加する方針を確定させた。
＜電気事業法＞
○総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会　電力・ガス基本政策小委員会
　令和３年秋以降、計４回の開催を経て、令和３年12月の委員会にて中間とりまとめを示し、電気事業法改正の方向性を確定させた。

事後評価の実施時期等 ⑫事後評価の実施時期の明記
　本規制については、施行後５年以内に事後評価を実施する。

⑬事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじめ明確にする。
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画制度の創設
　非化石エネルギーへの転換の措置の状況は、毎年の定期報告によって確認する。その中で、例えば、非化石エネルギーの使用割合が数年連続で低下し、かつ、具体
的な取組の実施がない場合等は、勧告等の措置をとることとしている。なお、足下の非化石エネルギーの使用状況について各社で差があることなどから、定量的に一律
の指標を設けることは困難であるが、特定事業者等の非化石エネルギーの使用割合等の指標を用いて事後評価を実施することも検討する。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　レアアースに関する鉱業権の設定及び探査許可の件数に加え、それらに基づく鉱業及び探査の実態、無許可で行われた採掘、探査の実態等を確認することにより、国
内におけるレアアース開発への影響を確認する。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　電気事業者等からのヒアリング等を通じて、電気の需給状況等を把握し、電気事業の運営にどのような影響が生じたか確認する。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　電気事業者等からのヒアリング等を通じて、「蓄電用の電気工作物に係る年間届出件数」等を調査し、新たに発電事業に係る規制を課したことにより、どのようなビジネ
スが生まれ、そのビジネスに伴い、どのような問題が発生したかを把握する。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続に応じる義務
　電気事業者等からのヒアリング等を通じて、蓄電用の電気工作物の系統への接続に係る状況を確認する。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　電気事業者等からのヒアリング等を通じて、蓄電用の電気工作物を用いた事業の運営の状況を把握する。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　特定自家用電気工作物設置者等へのヒアリング等を通じて、蓄電用の特定自家用電気工作物を用いた事業運営の状況を把握する。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る情報の広域機関への提供義務
　広域機関及び電気事業者等からのヒアリング等を通じて、蓄電用の事業用電気工作物の情報の利活用の状況を把握する。

代替案との比較 ⑩代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から比較考量し、採用案の妥当性を説明
＜エネルギーの使用の合理化等に関する法律＞
（１）非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成に関する措置の新設
　本措置では、主務大臣は、事業者の非化石エネルギーへの転換の状況が著しく不十分であると認められる場合には、当該事業者に対して必要な措置をとるべき旨の
勧告等ができることとし、措置の実効性を確保している。当該措置の代替案（規制内容のオプション）としては、現行法のエネルギーの使用の合理化に関する措置と同
様、非化石エネルギーへの転換の状況が著しく不十分な場合には、命令や罰則を講じること等も考えられる。他方、非化石エネルギーについては、供給・技術・コスト面
での制約があることを踏まえると、過度な規制的措置は事業者の経済的な負担となり、産業競争力の低下につながる恐れがあるため、「規制の内容」に記載する規制案
が妥当である。
＜鉱業法＞
（１）適用鉱物の範囲の見直し
　代替案として、レアアース17元素のうち合理的開発が真に重要なものに絞ることが考えられるが、鉱業法は元素では無く鉱石を対象としていること、自然界では元素単
体の鉱床は存在せず一体として産出されることから、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
＜電気事業法＞
（１）発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更
　代替案として、発電事業者による発電用の工作物の出力等の変更につき、許可制へ変更することが考えられるが、自由競争を通じて効率的な電気の供給を図るべく、
発電事業の開始を届出制としていることから、過剰な規制であり、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
（２）大型の蓄電用の電気工作物の発電事業への位置づけ
　代替案として、大型の蓄電用の電気工作物の設置を許可制とすることが考えられるが、（１）記載の通り、発電用の電気工作物の設置は届出制としていることから、過
剰な規制であり、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
（３）一般送配電事業者等が蓄電用の電気工作物と電線路との接続の請求に応じる義務
　代替案として、一般送配電事業者等は、蓄電用の電気工作物を維持・運用する事業者から、
系統への接続を求められた場合には、必ず接続を拒んではならないこととすることが考えられるが、当該接続を行うことにより、一般送配電事業者等が維持・運用する電
線路の機能に障害を与える場合にも接続義務を課すこととなるため、当該事業者の供給区域全体における電気の安定供給に著しい支障を来す恐れがあることから、不
適当であり、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
（４）一般送配電事業者等の申請書記載事項への蓄電用の電気工作物の追加
　代替案として、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者が蓄電用の電気工作物をその事業の用に供する場合の許可制を導入することが
考えられるが、現行法下においてその事業の用に供する電気工作物について許可制としていないこととの均衡を失することから不適当であり、「規制の内容」に記載する
規制案が妥当である。
（５）蓄電用の電気工作物の特定自家用電気工作物への位置づけ
　代替案として全ての蓄電用の自家用電気工作物を対象とすることが考えられるが、系統に電気的に接続していない蓄電用の電気工作物に対し、電気供給の勧告を行
うことは想定されないことから、不適当であり、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
（６）蓄電用の事業用電気工作物に係る情報の広域機関への提供義務
　代替案として、蓄電用の一般用電気工作物についても広域機関への情報提供を義務づけることが考えられるが、広域的な電力融通等の対象は電気事業者に限られ
るため、一般用電気工作物につき情報提供を求めるのは不適当であり、過剰な規制であり、「規制の内容」に記載する規制案が妥当である。
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